
 横 田    格

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

10,603 901,087
現 金 7,904 当 座 預 金 35,203
預 け 金 2,698 普 通 預 金 227,892

28,000 貯 蓄 預 金 28,799
300 通 知 預 金 5,443
279 定 期 預 金 584,459

商 品 国 債 243 定 期 積 金 7,676
商 品 地 方 債 36 そ の 他 の 預 金 11,611

800 4,502
234,196 3,186

国 債 45,596 15,000
地 方 債 25,507 借 入 金 15,000
社 債 46,995 0
株 式 41,535 売 渡 外 国 為 替 0
そ の 他 の 証 券 74,561 未 払 外 国 為 替 0

709,445 6,214
割 引 手 形 17,091 未 決 済 為 替 借 127
手 形 貸 付 56,631 未 払 法 人 税 等 43
証 書 貸 付 561,919 未 払 費 用 2,398
当 座 貸 越 73,802 前 受 収 益 531

857 従 業 員 預 り 金 226
外 国 他 店 預 け 522 給 付 補 て ん 備 金 12
買 入 外 国 為 替 34 金 融 派 生 商 品 137
取 立 外 国 為 替 301 リ ー ス 債 務 734

4,009 そ の 他 の 負 債 2,002
未 決 済 為 替 貸 62 24
前 払 費 用 25 3,198
未 収 収 益 1,756 78
金 融 派 生 商 品 139 44
そ の 他 の 資 産 2,025 1,293

9,082 4,815
建 物 1,390 939,445
土 地 6,060
リ ー ス 資 産 650
建 設 仮 勘 定 15 8,000
その他の有形固定資産 965 5,430

337 資 本 準 備 金 5,430
ソ フ ト ウ ェ ア 257 46,636
リ ー ス 資 産 35 利 益 準 備 金 2,353
その他の無形固定資産 44 その他利益剰余金 44,283

6,893 別 途 積 立 金 38,860
4,815 繰越利益剰余金 5,423

△ 9,807 △ 254
59,813
△ 939
1,493

554
純 資 産 の 部 合 計 60,367

999,812 999,812

 

貸 倒 引 当 金
支 払 承 諾 見 返

そ の 他 負 債

外 国 為 替

支 払 承 諾

再評価に係る繰延税金負債

睡眠預金払戻損失引当金

役 員 賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金

偶 発 損 失 引 当 金

無 形 固 定 資 産

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

自 己 株 式

利 益 剰 余 金

資 本 金
（ 純 資 産 の 部 ）

その他有価証券評価差額金
株 主 資 本 合 計

繰 延 税 金 資 産

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計

科　　　　　　目科　　　　　　目
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

コ ー ル マ ネ ー
借 用 金

現 金 預 け 金

譲 渡 性 預 金金 銭 の 信 託
有 価 証 券

       株式会社 富山第一銀行
         取締役頭取

　　　　　　 　貸借対照表（平成２２年３月３１日現在）

商 品 有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権

預 金

第９９期 決 算 公 告
平成22年6月30日

          富山市総曲輪二丁目2番8号



平成２１年４月  １日
平成２２年３月３１日

から
まで

 

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

24,660
18,282

貸 出 金 利 息 12,908
有価証券利息配当金 5,321
コ ー ル ロ ー ン 利 息 34
預 け 金 利 息 4
そ の 他 の 受 入 利 息 13

1,814
受 入 為 替 手 数 料 706
そ の 他 の 役 務 収 益 1,107

3,018
外 国 為 替 売 買 益 65
商品有価証券売買益 0
国 債 等 債 券 売 却 益 790
国 債 等 債 券 償 還 益 2,028
そ の 他 の 業 務 収 益 132

1,545
株 式 等 売 却 益 1,480
金 銭 の 信 託 運 用 益 12
そ の 他 の 経 常 収 益 52

21,557
2,947

預 金 利 息 2,633
譲 渡 性 預 金 利 息 1
コ ー ル マ ネ ー 利 息 9
借 用 金 利 息 276
そ の 他 の 支 払 利 息 26

893
支 払 為 替 手 数 料 142
そ の 他 の 役 務 費 用 750

1,202
国 債 等 債 券 償 還 損 1,142
そ の 他 の 業 務 費 用 59

11,629
4,884

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,229
貸 出 金 償 却 0
株 式 等 売 却 損 1,510
株 式 等 償 却 0
そ の 他 の 経 常 費 用 143

3,102
316

固 定 資 産 処 分 益 4
償 却 債 権 取 立 益 312

366
固 定 資 産 処 分 損 12
減 損 損 失 353

3,053
634
777

1,412
1,641

損益計算書

法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額

特 別 利 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

経 常 利 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用



 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っ

ております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有

価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証

券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ

方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数

は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

その他   ４年～２０年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定

資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残

価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻



 

 

先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額

後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に

係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と

する方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果

に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額か

ら担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不

能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，８２８百万円であり

ます。 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理

計算上の差異の費用処理方法は、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。 

       （会計方針の変更） 

         当事業年度末から、｢｢退職給付に係る会計基準｣の一部改正（その３）｣（企業会

計基準第19号平成20年７月31日）を適用しております。 

         なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当

事業年度の財務諸表に与える影響はありません。 

(4) 役員退職慰労引当金 

   （追加情報） 

       平成21年６月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、打ち

切り支給することが承認可決されたことにより、当会計期間において役員退職慰労

引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分については「その他の負債」に含め

て表示しております。 



 

 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請

求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額

を引き当てております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段

として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、

繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を行いヘ

ッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の

金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの有効性を評価して

おります。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘッジによ

っております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によ

っております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用

に計上しております。 

 

    会計方針の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

当事業年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年

３月10日）を適用しております。 

なお、従来の方法に比べ、経常利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額 １８百万円 



 

 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は２，１９６百万円、延滞債権額は１４，４５７百万

円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３

号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金で

あります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１２４百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日から

３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものでありま

す。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１，６８３百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は１８，４６２百万円であります。 

なお、上記２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替

は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は１７，１２６百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 ３，９５８百万円 

担保資産に対応する債務 

  預金                      ８２９百万円 

コ－ルマネ－ ３，０００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，３８７百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち保証金は８百万円及び敷金は５１５百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行

の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限

度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実



 

 

行残高は８３，５８０百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが

８２，４０８百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので

はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相

当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格（路線価）を

基準として時価を算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合 

計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額３，０８０百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 ８，８０８百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 １５７百万円 

12．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約

付借入金１５，０００百万円であります。 

13．｢有価証券｣の中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によ

る社債に対する当行の保証債務の額は８，４３３百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額 ９９８円５６銭 

15．関係会社に対する金銭債権総額 １５,２２７百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額 ３４４百万円 

17．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)

の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の１を乗じ

て得た額を資本準備金又は利益剰余金として計上しております。 

当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は９０百万円であ

ります。 

  18．銀行法施行規則第19条の２第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基

準)は14.27％です。 



 

 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 ２７１百万円 

役務取引等に係る収益総額 １１百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 ０百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 ０百万円 

役務取引等に係る費用総額 ３３百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 ６８７百万円 

２．１株当たり当期純利益金額            ２７円１４銭 

３．当期において以下の資産について減損損失を計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円)

富山県内 営業用店舗 １ヵ店 土地 ２４

営業用店舗 １ヵ店 土地 ３２１
富山県外 

遊休資産 １ヵ店 土地 ８

合計    ３５３

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす。）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める。）、厚生施設等については共用資

産としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（３４５百万円）を減損損失として特別

損失に計上しております。 

また、用途の変更により遊休資産とした上記１物件については、継続的な地価の

下落等により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（８百万円）を減損

損失として特別損失に計上しております。 

当事業年度における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と

使用価値のいずれか高い価値としました。正味売却価額は原則として不動産鑑定評

価に基づき、重要性が乏しい不動産については、適切に市場価格を反映していると

考えられる指標に基づいて算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を２．

８％で割り引いて算出しております。 

 

 

 

 



 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有

価証券」が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（平成２２年３月３１日現在） 

 当事業年度の損益に含まれ

た評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 ２

     

２．満期保有目的の債券（平成２２年３月３１日現在） 

 

種類 

貸借対照表計

上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

国債 ２４，２８６ ２５，３２１ １，０３４

地方債 １０，０１３ １０，２７１ ２５７

社債 １３，９８４ １４，２３２ ２４８

その他 １，６１０ １，７５７ １４７

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

小計 ４９，８９４ ５１，５８２ １，６８８

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 １，４１７ １，４１２ △５

その他 ２，７３９ ２，７３３ △６

時価が貸借対

照表計上額を

超えないもの

小計 ４，１５７ ４，１４５ △１２

合計 ５４，０５２ ５５，７２７ １，６７５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．その他有価証券（平成２２年３月３１日現在） 

 
種類 

貸借対照表計上

額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 １８，９８３ １５，４３２ ３，５５１

債券 ４１，４３５ ４０，５７８ ８５６

国債 ５，３３９ ５，２７５ ６４

地方債 １２，４９６ １２，２０５ ２９０

社債 ２３，５９９ ２３，０９７ ５０１

その他 ２９，３１５ ２８，６５０ ６６５

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

小計 ８９，７３４ ８４，６６１ ５，０７３

株式 ２０，８９９ ２３，３７４ △２，４７５

債券 ２６，９６２ ２７，１０７ △１４５

国債 １５，９７１ １６，０４８ △７７

地方債 ２，９９７ ２，９９７          △０

社債 ７，９９３ ８，０６１ △６７

その他 ４０，８９５ ４４，８９８ △４，００３

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

小計 ８８，７５６ ９５，３８０ △６，６２３

合計 １７８，４９１ １８０，０４２ △１，５５０

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上

額（百万円） 

株式 １，６３３

その他 ―

合計 １，６３３

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

 

４．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成２２年３月３１日現在） 

 貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人

等株式 
― ― ―

関連法人等株式 
― ― ―

合計 
― ― ―

 

 



 

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法

人等株式 

 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 １８ 

関連法人等株式 ― 

合計 １８ 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成２１年４月１日 至 平成２２年

３月３１日） 

 売却額(百万円) 売却益の合計額

(百万円) 

売却損の合計額

( 百万円) 

株式 ７，３２１ １，４８０ １，５１０

債券 １２０，４１１ ７７９ ―

国債 １１５，９７５ ７３８ ―

地方債 ３，０２１ ２１ ―

社債 １，４１４ １９ ―

その他 ７８２ １０ ―

合計 １２８，５１６ ２，２７０ １，５１０

 

 

（金銭の信託関係） 

１． その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２２年３月３１日現

在） 

 貸借対照表

計上額 

（百万円） 

取 得 原 価

（百万円）

差 額 

(百万円) 

うち貸借対照

表計上額が取得

原価を超えるも

の 

(百万円) 

うち貸借対照

表計上額が取得

原価を超えない

もの 

(百万円) 

その他の金銭

の信託 
８００ ８００ ― ― ―

 

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額

が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

 

 

 

 



 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金 ６，４７５百万円 

退職給付引当金 １，２９２ 

減価償却費 ８２２ 

有価証券償却 ４０３ 

その他有価証券評価差額金 ６１１ 

その他   ８１５ 

繰延税金資産小計  １０，４２１ 

評価性引当額 △３，５２８ 

繰延税金資産合計 ６，８９３ 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 ６，８９３百万円 

 

 

（関連当事者との取引関係） 

関連会社等 

種類 
会 社 等 の

名称 
住所 

資 本 金
(百万円 )  

議決権等の所

有割合 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額

(百万円 )
科目

期末残高

(百万円 )

当行の住宅ロ

ーン債権等に

対する被保証 
10,717

 

 
－ －

保証料の支払 26 － －

子 会

社 

富 山 フ ァ

ー ス ト ・

デ ィ ー シ

ー(株 )  

富山市 20

所有 

直接 5％ 

（間接 81%） 

各種ローンの債

務保証 

 

役員の兼任 
代位弁済の受

入 
10 －  －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

         富山ファースト・ディーシー (株 )の審査基準及び保証料率に基づいており

ます。 



第99期    決算公告

平成22年6月30日                 富山市総曲輪二丁目2番8号

           株式会社  富山第一銀行

                取締役頭取    横 田   格

　連結貸借対照表(平成22年3月31日現在）

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　負　債　の　部　）

10,637 預 金 900,811

28,000 譲 渡 性 預 金 4,502

300 コールマネー及び売渡手形 3,186

279 借 用 金 17,895

800 外 国 為 替 0

242,642 そ の 他 負 債 6,595

695,038 役 員 賞 与 引 当 金 24

857 退 職 給 付 引 当 金 3,211

9,481 睡眠預金払戻損失引当金 78

8,081 偶 発 損 失 引 当 金 44

9,229 再評価に係る繰延税金負債 1,293

建 物 1,461 支 払 承 諾 4,815

土 地 6,127

建 設 仮 勘 定 15 負 債 の 部 合 計 942,459

その他の有形固定資産 1,625 （ 純　資　産　の　部 ）

352 資 本 金 8,000

ソ フ ト ウ ェ ア 270 資 本 剰 余 金 5,433

その他の無形固定資産 81 利 益 剰 余 金 47,385

7,117 自 己 株 式 △ 254

4,815 株 主 資 本 合 計 60,565

△ 10,841 その他有価証券評価差額金 △ 901

土 地 再 評 価 差 額 金 1,493

評価・換算差額等合計 592

少 数 株 主 持 分 3,174

純 資 産 の 部 合 計 64,332

1,006,791 負債及び純資産の部合計 1,006,791資 産 の 部 合 計

リース債権及びリース投資資産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

（　資　産　の　部　）

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券



 平成21年 　4月 　  1日から
 平成22年 　3月 　3１日まで

（単位：百万円）

30,080

18,389

貸 出 金 利 息 12,715

有 価 証 券 利 息 配 当 金 5,621

コールローン利息及び買入手形利息 34

預 け 金 利 息 4

そ の 他 の 受 入 利 息 13

1,834

8,050

1,805

26,893

2,963

預 金 利 息 2,633

譲 渡 性 預 金 利 息 1

コールマネー利息及び売渡手形利息 9

借 用 金 利 息 318

そ の 他 の 支 払 利 息 1

870

5,689

11,893

5,476

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,758

そ の 他 の 経 常 費 用 1,718

3,187

319

4

314

366

12

353

3,140

651

773

1,424

158

1,873当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 損 失

法 人 税 等 合 計

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

役 務 取 引 等 収 益

　　科　　　　　　　　　　目

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

連結損益計算書

金                 額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益



                                             

連結財務諸表の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等         ５社 

会社名 

富山ファースト・ビジネス（株） 

富山ファースト・リース（株） 

富山ファースト・ディーシー（株） 

富山ファースト機販（株） 

（株）富山ファイナンス 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

１２月末日     １社 

３月末日     ４社 

連結される子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表によ

り連結しております。連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、必要な調整を行っております。 

４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却については、発生会計年度において一括償却しております。 

 

 

 

 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っ

ております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行ってお

ります。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。 

（２）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ

方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物

（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。また、主な耐

用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

その他     ４年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数

に基づき、主として定率法により償却しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエ

アについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間

（主として５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

該当ありません。                                    

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し

ております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻

先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額

後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、



  

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に

係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と

する方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果

に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額か

ら担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不

能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，８２８百万円であり

ます。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒

実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

６．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、

数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異         発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度末から｢｢退職給付に係る会計基準｣の一部改正(その３)｣（企業

会計基準第19号平成20年7月31日）を適用しております。 

なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当

連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

（追加情報） 

当行は、平成21年6月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止

し、打ち切り支給することが承認可決されたことにより、当連結会計期間において



  

役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分については｢その他負

債｣に含めて表示しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請

求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額

を引当てております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生する

可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しており

ます。 

12．収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッ

ジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施

して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を

行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ

対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの有効性を評

価しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方

法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の

為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を

ヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外

貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し

ております。 

14．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当

連結会計年度の費用に計上しております。 

 

 

 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年

3月10日)および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第19号平成20年3月10日）を適用しております。 

なお、従来の方法に比べ、経常利益および税金等調整前当期純利益にあたえる影響は

軽微です。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は２，２２４百万円、延滞債権額は１４，５３４百

万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１２６百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１，７５７百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合

計額は１８，６４３百万円であります。 

なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理してお

ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は１７，１２６百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 



  

有価証券                       ４，４５６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                             ８２９百万円 

コールマネー及び売渡手形              ３，０００百万円 

借用金                                                    ５００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，３８７百万円を差

し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１１百万円及び敷金は５２５百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定

の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融

資未実行残高は８５，２３２百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内

のものが８２，９２８百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

                       土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地

価税の課税価格の計算基礎となる土地の価格（路線価）を基準として

時価を算出しております。 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における 

時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

３，０８０百万円 

９．有形固定資産の減価償却累計額                         ８，９９７百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額                          １５７百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金１５，０００百万円が含まれております。 



  

12．｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する保証債務の額は８，４３３百万円であります。 

13.  1株当たりの純資産額                              １，０１１ 円６３銭 

14. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務                           △４，０８３百万円 

年金資産（時価）                             ９０４       

未積立退職給付債務                      △３，１７８ 

会計基準変更時差異の未処理額                     － 

未認識数理計算上の差異                       △３３ 

未認識過去勤務債務（債務の減額）                 － 

連結貸借対照表計上額の純額              △３，２１１ 

前払年金費用                             － 

退職給付引当金                  △３，２１１ 

15．銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基

準）は１４．７８％であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には貸出金償却３９百万円及び株式等売却損１，５１７

百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額                  ３０ 円９９ 銭 

３．当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しております。 

 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円)

富山県内 営業用店舗 1 ｶ店 土地 ２４

営業用店舗 1 ｶ店 土地 ３２１
富山県外 

遊休資産 1 ｶ店 土地 ８

合計    ３５３

 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす。）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める）、厚生施設等については共用資産

としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（３４５百万円）を減損損失として特別

損失に計上しております。 

また、用途の変更により遊休資産とした上記１物件については、継続的な地価の



  

下落等により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（８百万円）を減損

損失として特別損失に計上しております。 

当連結会計年度における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価

額と使用価値のいずれか高い価値としました。正味売却価額は原則として不動産鑑

定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については、適切に市場価格を反映して

いると考えられる指標に基づいて算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積

り額を２．８％で割り引いて算出しております。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、銀行業及びリース業などの金融サービス事業を行っております。主

として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影

響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金で

あり、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当期の連

結決算日現在における貸出金は、経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務

履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であ

り、満期保有目的、純投資目的及び政策投資目的で保有しているほか、商品有価証券とし

て売買目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動

リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

借入金は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払

期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、変動金利

の借入を行っており、金利の変動リスクに晒されております。                    

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個

別案件ごとの与信審査、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応

など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店の

ほか審査部により行われ、また、定期的に経営陣による経営会議・投融資審査会や取締役

会を開催し、審議・報告を行っております。 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、市場金融部において、格付情報や時価の

把握を定期的に行うことで管理しております。 

② 市場リスクの管理 



  

(ⅰ) 金利リスクの管理 

当行グループは、市場関連リスクに関する規程及び要領において、リスク管理方法や

手続等の詳細を明記しており、経営会議において決定された運用・調達方針に基づき、Ａ

ＬＭ委員会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。月次

ベースで市場金融部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ

分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、リスク統括部を通じＡＬＭ委員会に

報告しております。なお必要に応じて、金利の変動リスクをヘッジするための金利スワッ

プ等のデリバティブ取引も行っております。 

(ⅱ) 為替リスクの管理 

当行グループは、為替の変動リスクに関して個別の案件ごとに管理しており、必要に

応じて通貨スワップ等を利用し振当処理を行っております。 

(ⅲ) 価格変動リスクの管理 

有価証券の保有・運用については、経営会議の方針に基づき、定められた運用規程に

従い行われております。市場金融部では事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモ

ニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。 

保有している株式のうち、政策投資目的で保有しているものについては、取引先の市

場環境や財務状況などをモニタリングしております。 

これらの情報はリスク統括部を通じ、リスク管理委員会および経営会議において定期

的に報告されております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの

調整などによって資金管理を行ない、流動性リスクを管理しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の 

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等 

は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、連結貸借対照表計上額の重要性

が乏しい科目については、記載を省略しております。 

 

 

 



  

                                                        （単位：百万円） 

 連結貸借対

照表計上額
時価 差額 

（1）現金預け金 10,637 10,637 －

（2）コールローン及び買入手形 28,000 28,000 －

（3）商品有価証券  

売買目的有価証券 279 279 －

（4）有価証券  

   満期保有目的の債券 60,064 61,753 1,689

その他有価証券 180,905 180,905 －

（5）貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

 695,038

△9,971

  

 685,066 692,774 7,707

資産計 964,953 974,350 9,397

（1）預金 900,811 901,923 1,112

（2）借用金 17,895 17,984 88

負債計 918,707 919,908 1,200

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(１)現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(２)コールローン及び買入手形 

これらは、約定期間が短期間（概ね１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(３)商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格

又は取引金融機関から提示された価格によっております。  

(４)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ

っております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、貸出金に準ずる方法により、発行体の内部格付、期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引い

て時価を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に

記載しております。 

(５)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の

信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、



  

期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利

率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（概ね 1 年以内）の

ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャ

ッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設

けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似

しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

 

負 債 

(１)預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と

みなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッ

シュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受

け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（概ね 1 年以

内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。 

(２)借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び

連結子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、

一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される

利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

なお、約定期間が短期間（概ね 1 年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「資産(４)その他有価証券」には含まれておりません。      

（単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 (＊１)  1,672 

合計 1,672 

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

 



  

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内

１年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10年以内
10年超 

預け金 2,732 ― ― ― ― ―

コールローン及び買入手形 28,000 ― ― ― ― ―

有価証券 22,092 45,075 34,680 26,268 42,043 5,515

満期保有目的の債券 11,882 16,770 27,631 2,440 1,200 715

うち国債 ― 6,300 18,000 ― ― ―

地方債 2,842 3,207 3,970 ― ― ―

社債 6,140 6,349 4,921 1,840 700 ―

その他 2,900 914 740 600 500 715

その他有価証券のうち満

期があるもの 

10,210 28,304 7,049 23,828 40,843 4,800

うち国債 271 6 ― ― 17,000 4,000

地方債 39 570 1,749 1,099 11,753 ―

社債 6,500 5,546 4,800 5,300 8,090 200

その他 3,400 22,182 500 17,429 4,000 600

貸出金（＊） 248,592 56,698 71,359 70,804 71,110 155,648

合計 301,418 101,773 106,039 97,072 113,153 161,163

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が

見込めない１６，６５２百万円、期間の定めのないもの４，１７３百万円は含めておりま

せん。 

 

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
１年以内

１年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10年以内
10年超 

預金（＊） 742,989 144,861 12,960 ― ― ―

借用金 2,519 331 45 15,000 ― ―

合計 745,509 145,193 13,005 15,000 ― ―

（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 

 

 

 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成22年3月31日現在） 

 
当連結会計年度の損益に含

まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 2

 



  

２．満期保有目的の債券（平成22年3月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照

表計上額 

（百万円） 

時 価 

（百万円）  

差 額 

（百万円）  

国  債 24,286 25,321 1,034

地方債 10,013 10,271 257

社  債 16,768 17,087 318

その他 2,303 2,460 157

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

小計 53,371 55,140 1,768

国  債 － － －

地方債 － － －

社  債 2,952 2,932 △20

その他 3,740 3,680        △59 

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの 

小計 6,693 6,613 △79

合計 60,064 61,753 1,689

 

３．その他有価証券（平成22年3月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照

表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円）  

差 額  

（百万円）  

株式 19,634 15,397 4,237

債券 41,435 40,578 856

国債 5,339 5,275 64

地方債 12,496 12,205 290

社  債 23,599 23,097 501

その他 29,417 28,752 665

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 90,487 84,727 5,759

株式 21,018 23,529 △2,510

債券 27,090 27,238 △147

国債 15,971 16,048 △77

地方債 2,997 2,997 △0

社  債 8,122 8,192 △70

その他 42,308 46,537 △4,229

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 90,417 97,305 △6,887

合計 180,905 182,033 △1,127

 

 

 

 

 

 

 



  

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

     売却額(百万円) 
売却益の合計額   

(百万円) 

売却損の合計額   

(百万円) 

株式 7,357 1,491            1,517

債券          120,411              779               －

国債          115,975              738               －

地方債            3,021               21               －

社債            1,414               19               －

その他              785               10                －

合計 128,554 2,281 1,517

 

５．減損処理を行なった有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認め

られないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとと

もに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下｢減損処理｣とい

う。）しております。当連結会計年度における減損処理額は１５５百万円であ

ります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日に

おける時価の簿価に対する下落率が３０％以上の銘柄について減損処理の対象

とし、下落率が５０％以上は、一律減損処理しております。また、下落率が３

０％以上５０％未満の銘柄については、格付等を考慮した所定の基準に基づき

減損処理しております。 

 

 (金銭の信託関係) 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(平成22年3月31日現在)  

 

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち連結貸

借対照表計

上額が取得

原価を超え

るもの 

(百万円) 

うち連結貸

借対照表計

上額が取得

原価を超え

ないもの 

(百万円) 

その他の金

銭の信託 
800 800 － － －

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照

表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳でありま

す。 

 

 

 

 

 



  

（重要な後発事象） 

     当行の連結子会社である富山ファースト・リース株式会社と富山ファースト機販株

式会社は、平成22年1月26日開催の両社の取締役会において合併することを決議し、

平成22年2月26日開催の両社の臨時株主総会の承認を経て、平成22年4月1日に合併い

たしました。 

１． 結合当事企業の名称等 

（１）結合当事企業の名称 

富山ファースト・リース株式会社 

富山ファースト機販株式会社 

（２）結合当事企業の事業の内容 

      リース業 

（３）企業結合の法的形式 

富山ファースト・リース株式会社を存続会社とし、富山ファースト機販株式

会社を消滅会社とする吸収合併であります。 

（４）結合後企業の名称 

富山ファースト・リース株式会社 

（５）取引の目的 

業務内容の近似する両社の合併により、人材・資金・ノウハウの一体化を通

して経営の効率化、経営資源の有効運用を図ることで、顧客サービスの向上お

よびリース事業の更なる飛躍ならびに当行グループの連結経営の充実を目指す

ものであります。 

２． 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業

会計基準第21号)及び｢企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針｣（企業会計基準委員会 最終改正平成20年12月26日 企業会計基準適用

指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行なっておりま

す。この会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 


